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マリンアクティビティ等を通じた水俣・芦北地域の魅力発信事業に係る 

企画コンペ実施要領 

 

 
Ⅰ 募集                                     

１ 事業名                                    

マリンアクティビティ等を通じた水俣・芦北地域の魅力発信事業 

 

２ 事業目的                                   

豪雨からの復興やコロナ感染症の５類移行により、国内旅行やインバウンド需要の回

復とともに水俣・芦北管内の交流人口増も見込まれ、本格的に経済活動の活性化に向け

た動きを図る時局になっている。 

そのような中、水俣市湯の児地域は県内でも有数の温泉街であるとともに、Ｒ４年度

には海水浴場で「全日本ＳＵＰ選手権大会」が開催され、今年７月にはマリンアクティ

ビティの総合案内窓口「渚の交番 ＨＩＭＥＴＡＴＳＵ」がオープンするなど、マリン

アクティビティを活かした地域振興に取り組んでおり、水俣市観光振興計画の中でも、

マリンアクティビティなどを中心とした誘客に力を入れることと明記されている。 

そこで、インフルエンサーを招聘のうえ、マリンアクティビティをフックとした当地

域の魅力をＰＲする事業を実施することで、当地域への更なる観光誘客と再生された海

としての魅力発信を行う。 

 

３ 事業概要                                    

（１）委託内容 別紙「マリンアクティビティ等を通じた水俣・芦北地域の魅力発信事

業に係る委託 標準仕様」のとおり 

（２）委託期間 契約締結の日から令和７年（２０２５年）３月１７日（月）まで 

（３）予 算 額 １，５００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

※ 企画提案に当たっての目安（上限）となる額であり、契約金額は採択された企 

画をベースに仕様を定めたうえで積算し、別途設定する予定価格の範囲内で決定 

することとなるため、必ずしも一致しない。 

 

４ 成果品 

  業務完了報告書（電子データ（メール又はＵＳＢ））   

受託者は、事業の結果を取りまとめた業務完了報告書を作成し、提出後検査を受け 

ること。 

  

５ 契約保証金                                 

受託者は、熊本県会計規則（以下「規則」という。）第７７条第１項の規定に基づき、

契約金額の１００分の１０以上の金額を熊本県に納付するものとする。なお、規則第７

８条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することとす

る。 
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Ⅱ 応募                                     

１ 参加資格                                   

次の要件を全て満たすこととする。 

（１）民間企業、その他の法人であって、委託事業を遂行するに足りる能力を有するこ
と。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号の規定

に該当しないこと。 

（３）次のいずれにも該当しないこと。 

① 民事再生法（平成１１年法律第２５５号）第２１条第１項の規定による再生

手続開始の申立てをした者又は同条第２項の規定による再生手続開始の申

立てをされた者 

② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の規定による更生

手続開始の申立てをした者又は同条第２項の規定による更正手続開始の申

立てをされた者 

③ 国又は地方公共団体による指名停止処分を受けている者 

（４）消費税及び地方消費税並びに都道府県税の未納がないこと。 

（５）宗教活動や政治活動を活動目的としていないこと。 

（６）自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当しない者であること、及び

次のイ及びウに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律

第 77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与

える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直

接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 

２ 応募等スケジュール 

（１）公募開始（県ＨＰ）   令和６年（２０２４年）４月２５日（木） 

（２）企画コンペ参加申込期限 令和６年（２０２４年）５月 ８日（水）午後５時 

（３）問合せ（質疑）期限   令和６年（２０２４年）５月１０日（金）午後５時 

（４）問合せ（質疑）回答期限 令和６年（２０２４年）５月１４日（火）午後５時 

（５）企画提案書等提出期限  令和６年（２０２４年）５月２２日（水）午後５時 

（６）企画コンペ       企画提案書提出後、速やかに実施 

（７）企画コンペ結果通知   令和６年（２０２４年）５月２９日（水）頃 

（８）契約締結        令和６年（２０２４年）６月上旬頃 

（９）委託終了        令和６年（２０２４年）３月１７日（月）  
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３ 参加申込みについて                                

（１）提出書類 

① 様式１「企画コンペ参加申込書」 

② 様式２「会社概要」（記載すべき事項が会社案内（パンフレット）等で確認で

きる場合は代替可能。） 

（２）申込期限 令和６年（２０２４年）５月８日（水）午後５時（必着） 

（３）申込方法 郵送、持参又はメールによる（メールの場合は、送信後必ずⅣ その他

に記載の担当者へ電話連絡すること） 

（４）申 込 先 本書末尾に記載 

 

４ 企画提案書等の提出について                          

（１）提出書類 

企画提案書は、原則としてＡ４とし、次の順で編さんすること。 

番号 項目 様式等 

１ 表紙 （様式３） 

２ 企画提案内容 

・起用するインフルエンサー（YouTuber）の詳細（登

録者数、特徴・魅力等、YouTubeチャンネル概要

等）を記載すること。 

・動画の構成案を提示すること。 

 

Ａ４ 任意 

 

仕様書に基づき、左の事項に 

ついて全て記載すること。 

３ その他効果的なＰＲについて記載すること。  

４ 本委託に関する実施体制についての資料 Ａ４ 任意 

５ 業務スケジュール Ａ４ 任意 

６ 概算見積書 

※ 別添仕様書の業務内容に係る見積りについて内

訳を明記すること。 

 

Ａ４ 任意 

７ 類似業務実績書 

（契約相手方、契約期間や業務内容等がわかる契約

書等の写しを添付しても可） 

 

Ａ４ 任意 

８ 事業者の取組に関する申出書（別紙） 別紙に、認定証写し等を添付 

すること。 

（２）提出部数 ６部（正本１部、副本５部） 

（３）提出期限 令和６年（２０２４年）５月２２日（水）午後５時（必着） 

（４）提出方法 郵送又は持参による 

（５）提 出 先 本書末尾に記載 

 

５ 質疑・回答について                                

本書、仕様書等の内容に質問がある場合は、メール又はＦＡＸ（送受信の記録が残る

もの、様式は任意）のみで受け付ける。ＦＡＸで送信する場合は、送信後に電話連絡を

行うこと。なお、質問については、令和６年（２０２４年）５月１０日（金）午後５時

までに、本書末尾に記載する問合せ先に行うこと。 
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なお、質疑については個別に回答するが、回答を共有しなければ、企画コンペの公平

性を担保できない場合等においては、令和６年（２０２４年）５月１４日（火）午後５

時までに、申込者全員に対してメールで共有することとする（参加申込書に記載された

メールアドレス宛に送付）。 

 

 

Ⅲ 選定                                     

１ 選定方法 

企画コンペは、書類審査により行うものとする。 

審査員は、別表「審査基準」に従い審査を行い、事業者を１者選定する。 

また、必要に応じて、参加者へのヒアリングなどを別途実施する場合がある。 

 

２ 審査結果 

審査終了後、速やかに企画提案書提出事業者全員に審査結果を通知する。 

ただし、審査の経緯等については公表しない。また、審査結果に対する異議は受け付

けない。 

 

３ 契約                                 

選定審査会で最優秀提案と選定された応募者と契約条件を協議し、改めて見積書を徴

取のうえ、予定価格の範囲内で契約を締結する。なお、契約に当たっては契約書を作成

する。 

契約条件が合意に至らない場合、あるいは受託候補者が辞退した場合等においては、

次点の者と同様の協議を行うこととする。 

 

 

Ⅳ その他                                     

１ 申込み・提出・問合せ先                                                                                                     

熊本県県南広域本部芦北地域振興局総務振興課（担当 前田・河添） 

〒８６９－５４６１ 熊本県葦北郡芦北町大字芦北２６７０ 

電 話：０９６６－８２－４４４５（平日 午前８時３０分から午後５時１５分まで）  

ＦＡＸ：０９６６－８２－３５９６ 

メール：maeda-k-dm@pref.kumamoto.lg.jp 

 

２ 留意事項                                

（１）企画提案書等について、提出期限後の書類の追加、修正等は原則として認めない。 

（２）提出された企画提案書等は返却しない。 

（３）企画提案書の作成等、本企画コンペに係る一切の費用は企画提案者の負担とする。 

（４）参加表明書提出後に辞退する場合は、辞退届（様式４）を提出すること。 

（５）応募者が１者であっても、企画競争（コンペ）を執行する。 

（６）コンペに参加した事業者が、業務委託に係る競争入札等参加停止を受けることにな 

った場合は、審査対象としない、又は契約の締結を行わないことがある。 

（７）提出された企画書類は、熊本県情報公開条例に基づく開示請求があった場合、対象 
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文書として原則開示することとする。 

   なお、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害する 

と認められる情報は、同条例第７条第３号アの規定により非開示とする。その場合、 

開示・非開示の判断は、同条例に基づき県が客観的に判断を行う。 

（８）県と契約候補者は、委託業務に係る標準仕様を協議し、本仕様書を作成したうえで 

委託契約を締結する。なお、本仕様書の内容に提案内容が十分反映されない場合が 

ある。 
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別表「審査基準」 

審査項目 評価項目 配点 

１ 企画内容の 

評価 

基本的要件 ビジョン ・事業目的等を理解した上で、コンセ

プトや事業展開が具体的に考えられ

ているか 

１０ 

妥当性 ・期間内の実現が可能なプラン、スケ

ジュールになっているか。 

５ 

・予算の範囲内において、提案内容と

整合性がある経費が適切に見積もら

れているか。 

５ 

提案内容 選  定 

企画構成 

・仕様書に添った内容か １０ 

・提案されたインフルエンサー

（Youtuber）は今回の事業の目的に

適した選定となっているか。 

・提案された動画構成は当地域やマリ

ンアクティビティの魅力を発信でき

る内容となっているか。 

４０ 

その他 ・その他効果的なＰＲは、当地域の魅

力を発信するために効果的な内容と

なっているか。 

２０ 

２ 体制評価 業務実施体制及び業務

実績 

・業務遂行に必要な実施体制（人数・

役割・分担・責任体制等）となって

いるか 

・類似業務の受託実績があるか 

５ 

３ 事業者の取組 

（基準日：公告

日） 

働く環境の整備 熊本県ブライト企業の認定を受けて 

いるか 

１ 

多様な人材の活躍 障害者支援施設等からの物品及び役 

務の調達実績（当該年度又は前年度） 

があるか 

１ 

環境配慮 事業活動温暖化計画書制度の対象事 

業者義務及び任意 、エコアクショ 

ン 21、RE100、再エネ 100 宣言 

REAction のいずれかの認証等又は、森

林吸収量認証書の交付実績 （当該 

年度又は前年度）があるか 

１ 

その他の持続可能な社

会の実現 

熊本県ＳＤＧｓ登録制度に登録して 

いるか 

２ 

合計 １００ 
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○採点  

 ・審査員は、各々企画提案書等を読み込み、選定基準の各項目について、「特に優れてい

る」（１０点）、「優れている」（８点）、「普通」（６点）、「やや劣る」（４点）、「劣る」

（２点）で採点（配点が１０点でない箇所は配点に応じて按分）し、３人の採点結果

の合計（合計得点）が最も高い提案を選定する。 

・合計得点が満点の６割以上であることを採用の条件とし、企画コンペ参加者が１者の

場合においても同様とする。 

・なお、条件を満たしたものであっても、評価項目のうち１つでも、採点結果が配点の

３割に満たないものがあった場合は、事業の確実な遂行が危惧されるため採用しない

こととする（ただし、審査項目「３ 事業者の取組」を除く）。 


